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n 法令

税務総局は、2021年7⽉1⽇付で、個⼈所得税に関するオフィシャルレター 2393/TCT-DNNCNを発⾏

しました。

n 概要

⽉次または四半期において、所得の⽀払いがない場合、⽉次・四半期の個⼈所得税申告は不要です。

n その他

所得の⽀払いがない場合、個⼈所得税の確定申告も不要です。所得の⽀払いがある場合、個⼈所得税

の有無にかかわらず、申告が必要です。

n まとめ

参考：法律 LAW 26/2012/QH13、政令 DECREE 126/2020/ND-CP

n お問合せ

✓ ベトナム進出支援 ✓ 月次記帳 ✓ 税務申告 ✓ ライセンス ✓ ビザ ✓ M&A

NAC (Vietnam) Co., Ltd. 設⽴：2009年（クライアント数300社以上）

➤ ハノイ事務所 TEL：024-3943-2742

➤ ホーチミン事務所 TEL：028-3914-7725

➤ ウェブサイト http://www.nacglobal.net/contact/

➤ Email vn@nacglobal.net
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⽀払所得あり ⽀払所得なし

源泉個⼈所得税あり

⽉次または四半期申告 必要 -

確定申告 必要 -

源泉個⼈所得税なし

⽉次または四半期申告 必要 不要

確定申告 必要 不要


